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第８回府中市学校施設老朽化対策推進協議会の開催結果 

 

１ 日  時  令和６年５月２９日（水）午前９時３０分～午前１１時１５

分 

２ 場  所  片町文化センター ３階講堂 

３ 出席委員  １２名（選出区分ごとに五十音順） 

        池澤龍三委員、田中稲子委員、田中友章委員、森嶋正行委

員、成清敏治委員、村野太郎委員、吉田佳子委員、河井文委

員、岡本啓子委員、堺美佐子委員、高橋成忠委員、三輪律江

委員 

４ 欠席委員  上村貴子委員、筒井孝敏委員 

５ 出席職員  矢ケ﨑教育部長、高橋教育部副参事兼学校施設課長、角倉学校

施設課学校施設整備担当主幹、後藤学校施設課長補佐、須田学

務保健課長、奥学務保健課長補佐、七里学校施設課主査、岡学

校施設課主任、平岡学校施設課事務職員 

６ 傍 聴 者  なし 

７ 内  容 

 (1) 前回会議録確認 

 (2) 計画改定素案の検討 

 (3) その他 

８ 配布資料 

 資料３２ 計画全体の構成（章立て） 

資料３３ 委員意見一覧 

 資料３４ 委員意見の反映の方向性 

 資料３５ 環境対応方針（案）追加資料 
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〇事務局 皆様、おはようございます。定刻となりましたので、ただ今から「第

８回府中市学校施設老朽化対策推進協議会」を開催していただきたいと存じま

す。それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

〇会長 はい。皆さんおはようございます。それでは、第８回の府中市学校施

設老朽化対策推進協議会を始めさせていただきたいと思います。はじめに事務

局に確認しますが、本日の傍聴の申出の状況はいかがでしょうか。 

 

〇事務局 本日は傍聴を希望される方はいらっしゃいません。以上でございま

す。 

 

〇会長 はい。分かりました。本日は傍聴の方は無しということでございま

す。次に、委員の皆様の出席状況について、事務局から報告をお願いします。 

 

〇事務局 欠席者２名です。なお、オンラインで参加が２名です。出席委員数が

過半数に達しておりますので、本日の会議は有効に成立しております。 

 

〇会長 はい。ありがとうございます。それでは次に、前回会議録の確定をし

たいと思います。既に委員の皆様には、事前に会議録の案を送付させていただ

いていると思いますが、何か修正等の連絡を事務局にはいただいていますでし

ょうか。 

 

〇事務局 はい。委員の方から、文言の修正のご連絡をいただき、反映してお

ります。内容について大きな訂正はございません。以上でございます。 

 

〇会長 はい。ありがとうございました。それでは、本日、前回会議録を確定

し、既にいただいた修正は反映されているということですので、それをもって

会議録を確定して今後、事務局において市政情報公開室や市のホームページ等

で公開することとさせていただきたいと思います。なお、今日、机の方に会議

録を配布しておりますけれども、黄色く着色している部分は、委員のお名前が

入っておりますが、この部分は公開する時には削除いたします。その旨、ご承

知おきください。続いて、お手元の次第に沿って議事を始めさせていただきた

いと思います。まず、事務局から資料の確認をしていただければと思います。

お願いします。 
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〇事務局 はい。それでは、確認をさせていただきます。本日は、会議次第の

ほか、資料が４点ございます。 

 

資料３２ 計画全体の構成（章立て） 

資料３３ 委員意見一覧 

資料３４ 委員意見の反映の方向性 

資料３５ 環境対応方針（案）追加資料 

 

資料については、紙媒体の資料を机に置かせていただいております。これらの

資料につきまして、不足等はございませんでしょうか。 

 

≪不足資料なし≫ 

 

〇事務局 本日の資料につきましては、以上でございます。 

  

〇会長 はい。ありがとうございました。それでは、本日の議題に入りたいと

思います。はじめに、議題の（１）でございますが、「計画改定素案の検討」

についてということになります。事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 それでは、議題（１）「計画改定素案の検討」について、ご説明い

たします。説明が長くなりますので、着座にて失礼いたします。はじめに、

【資料３２】「計画全体の構成（章立て）」をご覧ください。 

 

現改築・長寿命化改修計画２ページの目次を掲載しております。現計画につ

きましては、第１章から第７章と資料編から構成されております。当時、他の

自治体でも学校施設の個別施設計画を策定しておりましたが、全体で３０ペー

ジほどの計画が多かった中、本市においては様々な課題、考え方や整備方針を

盛り込み１００ページを超えるボリュームとなりました。本市において、この

計画の改定版が引き続き、今後の学校づくりの方針や基準を示すものとなりま

す。 

 

この度の計画改定におきましても、この構成は大きく変えることはせずに、

現計画策定時には無かった項目や発生した項目について、該当する章の中で、

加除修正し、必要に応じて新たな見出しを設けることなども検討したいと考え

ております。なお、今回の第８回におきましては、これまで開催した協議会に

おいていただいた委員の皆様のご意見を、主に反映させていただく部分となる
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第４章から第７章について、取り上げさせていただきたいと考えております。

また、第１章から第３章につきましては、学校施設に関連する計画や現状のデ

ータの更新などが主となりますので、事務局で更新・反映した上で、次回第９

回の協議会に案をご提示したいと考えております。 

 

それでは、続きまして、【資料３３】「委員意見一覧」をご覧ください。こち

らにつきましては、第６回にお出しした【資料２６】の更新版となります。前

回の協議会までにいただいたご意見をまとめております。こちらのご意見・キ

ーワードを、具体的に現計画のどの部分に、どのように修正・反映するかの文

案が【資料３４】「委員意見の反映の方向性」となります。 

 

 それでは、【資料３４】をお願いいたします。はじめに、資料の見方でござ

いますが、上段にテーマごとの「修正・反映内容の方針」を記載しておりま

す。その下の表でございますが、一番左から「該当する章」「現計画のページ

番号」「各回で委員の方からいただいたコメント」を青字で、右側に「改定素

案の文案」を記載しております。 

 

それでは、１ページをお願いします。こちらは、前回第７回の議題「コンク

リート耐用年数の考え方」で、いただいた意見を反映した部分となります。

【修正・反映内容の方針】でございますが、整備スケジュールの見直しによ

り、建替えまでに築６５年を超える施設が多く存在することになるため、学校

施設の老朽化対策として、然るべき調査を実施した上で、改築と長寿命化改修

を組み合わせる内容に修正しております。また、長寿命化改修を行うことで、

改修後３０年程度まで耐用年数を延伸することが可能であることを記載してお

ります。具体的には、表の右側になりますが、まず、現計画６２ページ「第４

章 本市の老朽化対策の検討に当たって」「１の老朽化対策の検討に当たっ

て」の（３）老朽化対策の検討に当たっての注意事項「イ 長寿命化改修に適

さない建物」を「長寿命化改修の基本的事項」と修正し、本文についても、赤

字で「適切な時期に、劣化調査を行い、劣化の程度と原因に応じた適切な長寿

命化改修を行うことで、改修後３０年以上、物理的な耐用年数を延ばすことが

できるとされています。ただし、劣化が進み鉄筋が腐食してコンクリートにひ

び割れやはく離が生じている場合は、長寿命化改修に適さないとされていま

す。」と追記をしております。 

 

 ページをおめくりいただき、２ページをお願いします。１ページからの続き

でございますが、「建物寿命は築年数だけで判断するのではなく、コンクリー
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トの中性化や強度等の老朽化対策調査を行った上で、残りの耐用年数を算定

し、劣化が著しい建物については、改築を実施する方が合理的」との記載に修

正しております。 

 

 その下でございますが、現計画６３ページの同じく４章となりますが、「２ 

本市の老朽化対策の考え方」で、一つ目の☑に、「適切な時期に長寿命化対策

を行うことにより、築８０年を超過することがないよう、改築と長寿命化改修

を組み合わせて老朽化対策を進めていきます。」を追記。一つ目、二つ目の☑

から、「できる限り築６０年から６５年を超過することがない」という文言を

削除。三つ目の☑に、「老朽化対策調査の結果及び改修計画に基づき長寿命化

改修を行った学校は、改修後３０年程度を目安に、老朽化対策を実施しま

す。」と追記しております。 

 

その下、「（１）既存校舎などの鉄筋コンクリート造の耐用年数について」

に、「老朽化対策調査により、コンクリートの中性化や強度を調査すること

と、改修後３０年程度まで耐用年数を延伸する長寿命化改修を組み合わせて実

施すること」を追記しております。 

 

その下、「（２）本市における老朽化対策の手法について」でございますが、

こちら３ページをお願いいたします。「改築もしくは計画的な長寿命化改修を

行い、老朽化対策を進めていくこと」「築４５年以上、かつ鉄筋の腐食等の劣

化が著しい建物は、当面改築を基本とし、老朽化対策を実施すること」「老朽

化対策調査に基づく長寿命化改修なども含めて、整備スケジュールを踏まえた

整備手法を定めること」を追記しております。 

 

 中段、「（３）学校内に築年数が異なる複数の建物がある場合の取扱い」の部

分でございますが、「築年数が４５年を経過している建物としていない建物」

の記載を、「築年数が４５年以上、かつ鉄筋の腐食等の劣化が著しい建物とそ

うでない建物」に修正しております。 

 

 下段、現計画８６ページ「第６章 各学校の老朽化対策を実施するに当たっ

ての整備方針」の「１ 本市が目指すべき学校施設」部分について、４ページ

となりますが、４章で修正させていただいたとおり、「築年数だけで判断する

のではなく、社会的に求められる機能や教育環境の確保、コンクリートの中性

化や強度等の老朽化対策調査を行った上で、改築及び長寿命化改修を組み合わ

せた 学校整備を進めていくこと」を追記しております。 
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 その下、現計画９０ページになりますが、「第６章 各学校の老朽化対策を実

施するに当たっての整備方針」「４.学校施設における各諸室の整備方針」に

「長寿命化改修も進めていくこと」「さらに、改築又は長寿命化改修後の学校

施設の管理運営方法の検討も並行して行い、各学校の特徴に応じて、諸室整備

方針を基に柔軟な諸室整備を検討」することを追記しております。 

 

続きまして、５ページをお願いいたします。こちらは【防災】に関する内容

となります。主に第５回でご意見をいただきました災害時の管理運営、平常時

と災害時の管理運営の違い、求められる防災設備の内容について追記しており

ます。 

 

 【修正・反映内容の方針】でございますが、上位計画である「府中市地域防

災計画」との整合を図り、学校施設の避難所運営に関して、学校・市・地域住

民による避難所運営と、避難所管理運営マニュアルに基づく内容に修正してお

ります。また、地域の防災拠点として、各学校において求められる防災設備に

関する内容を追記しております。 

 

現計画の４８ページ「第３章 学校施設の現状と課題」の「（１）一次避難

所としての学校施設について」の「現状」に赤字部分「一次避難所となる学校

施設の管理運営は学校、市、地域住民が連携して行い、学校は、児童・生徒在

校時には、その保護・引取対応が最優先事項に位置付けられています。避難所

の開設は主に市職員が対応します。」を追記しております。 

 

また、６ページでございますが、上段●３つ目に、「平常時と災害時で運営

主体が異なる。」現状を追記しております。その下「課題」、現計画の５０ペー

ジとなりますが、「現状」で追記した項目を「課題」として「学校施設は平常

時や災害時において運営主体が異なるため、その役割等を明確に定めておく必

要があります。」「学校施設として一律で整備する防災設備と各学校の敷地条件

や避難場所の指定状況を考慮して追加で整備する防災設備の２つの視点から検

討する必要があります。」を追記しております。また、第３章の現状と課題を

踏まえ、第５章の「老朽化対策の進め方」において「地域ニーズを踏まえるこ

と」。 

 

７ページでございますが、「府中市避難所管理運営マニュアルに基づき、学

校、市、地域住民の各主体が連携して避難所の開設及び運営を行う。」こと。
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下段 現計画ですと７７ページとなりますが、【一次避難所としての学校施設

の整備方針】の「③ 施設の整備方針」に、「平常時と災害時に関わらず、適切

な生活や運営ができるようにする。」ことを追記しております。 

 

続きまして、８ページをお願いいたします。こちらは【地域開放・複合化】

のテーマでご意見いただいた部分となります。【修正・反映内容の方針】でご

ざいますが、地域の特色や必要性に対応した地域開放を図る内容に修正してお

ります。具体的には、現計画５３ページ、「第３章 学校施設の現状と課題」

の「課題」として「地域コミュニティの核として、地域のニーズに対応した、

地域開放を検討し、学校施設を有効に活用する必要がある」こと、「セキュリ

ティの確保と地域開放を行う場合の管理運営方法を踏まえた学校施設の整備を

行っていく必要がある」ことを追記しております。また、「（３）学校施設の複

合化」についての課題として、「学校エリアと学道クラブ及び放課後子供教室

とは、運営・管理主体が異なることも考慮して整備する必要がある」ことを追

記しております。 

 

また、９ページでございますが、現計画７７ページ「第５章 本市の老朽化

対策の進め方」の学校施設の地域開放について、地域開放の拡充範囲について

は、「管理・運営面も考慮して整備すること」を追記し、その他の諸室につい

ては「地域の特色」に応じて、範囲を拡充することを追記しております。 

 

続きまして、１０ページをお願いいたします。現計画７９ページ「第５章 

老朽化対策の進め方」の「④将来の児童・生徒数の増減への対応について」の

部分となります。【修正・反映内容の方針】でございますが、人口推移や学校

の統廃合に関して、令和５年１２月に提示された「府中市立学校の適正規模・

適正配置の実施に向けた方策について（答申）」に基づき、今後の計画におい

て検討を行う内容に修正しております。 

 

１１ページをお願いいたします。「（２）統合等を含めた学校規模や配置の適

正化」に、「府中市立学校の適正規模・適正配置の実施に向けた方策について

（答申）」で示された効果的な対応策を踏まえて、近隣で先行して改築を行っ

た学校や、その後に改築が行われる学校と学校間で規模の調整を図るなど、複

数の学校をグループとして捉えながら、学校の統合や通学区域の見直し等を含

め、学校規模や配置の適正化に対応できるようにします。」と追記しておりま

す。また、現計画８０ページの「（３）府中基地跡地留保地の活用について」
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は、計画策定後に、活用の可能性がなくなりましたので記載を削除しておりま

す。 

 

続きまして、１２ページをお願いいたします。現計画８２ページ「第５章の

老朽化対策の進め方」の「３ 整備費用」に関わる部分でございます。【修

正・反映内容の方針】でございますが、計画策定時からの社会的変化に対応す

る付加価値、その他計画改定に関わる費用について追記する内容に修正してお

ります。要旨は以下のとおりでございます。「計画を策定した時点から学校に

求められる機能として、教育的配慮・防災・環境配慮に関する付加価値が社会

的に変化したことに加え、建設費の高騰により、全体整備費を増額する」こと

へ修正いたします。増加予定の金額については現在精査中となりますので、次

回の協議会にて資料をお出ししたいと考えております。また、「先行した改築

校の実績を鑑みると、全体整備スケジュールが延伸となることから、改築まで

に築６５年を超える学校については、大規模改修・劣化診断調査・長寿命化改

修の費用を見込む必要がある」ことを記載しております。「施設整備を進める

にあたり、日々の清掃やメンテナンスのしやすさに配慮し、メンテナンス費用

がなるべくかからない施設として検討を行う」こと、も追記しております。 

 

続きまして、１３ページをお願いいたします。環境対応方針に関する部分で

ございます。恐れ入りますが【資料３５】環境対応方針（案） 追加資料をご

覧ください。 

 

前回第７回に環境対応方針の案をお示ししたところでございますが、その中

で府中市における環境に関する上位計画についてご質問いただき、その場でご

回答できておりませんでした。改めて、追加で資料をご用意しましたので、ご

説明させていただきます。府中市における環境に関する上位計画としては、

「第３次環境基本計画」と「第５次府中市職員エコ・アクションプラン」の２

つがございます。そのどちらにも、新築・改築する際には施設のＺＥＢ化を推

進すると定められておりますが、具体的な数値目標は定められておりませんで

した。また、国の基準である建築物省エネ法では、ＢＥＩ値０．８以下と定め

られておりますが、今後さらに基準が改定する可能性も考えられます。そのた

め、本計画改定素案においても、国の基準を満たすことは前提といたします

が、今後の改定に柔軟に対応できるよう、具体的な数値目標を定めないものと

しております。 
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なお、文部科学省による「２０５０年カーボンニュートラルの実現に資する

学校施設のＺＥＢ化の推進について」の報告書においては、今後予定する新築

については原則としてＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ相当以上とすると定められて

いることから、実質的にはＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ、ＢＥＩ値ですと０．６

以下を満たせる設計で進んでまいります。 

 

恐れ入りますが、【資料３４】の１３ページにお戻りいただければと思いま

す。上段【修正・反映内容の方針】でございますが、ゼロカーボンシティの実

現に向けて、「第３次環境基本計画」「第５次府中市職員エコ・アクションプラ

ン」を参考に、今後の法改正等に柔軟に対応できるよう、国の基準を下回るこ

とを前提とし、具体的な数値目標は設定しない記載に修正しております。 

 

具体的には、現計画８７ページの第６章の全体整備方針の中の「６ その

他」を「府中市ゼロカーボンシティ実現に向け環境に配慮した学校」と新たな

見出しとし、②として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建

築物省エネ法）で義務付けられている学校用途の一次エネルギー消費量基準

（ＢＥＩ）を下回ることを前提として、更なる低減を目指す。」ことを追記し

ております。 

 

続きまして、１５ページをお願いいたします。こちらは「エコ」と「防災」

に関わる部分でございます。【修正・反映内容の方針】でございますが、積極

的な自然エネルギーの利用など、建築側の工夫により教育環境向上を図る内容

に修正しております。具体的には、現計画８８ページの第６章の「３ 学校施

設における建物の整備方針及び配置方針」の「（１）建物の整備方針」の●５

つ目になりますが、「自然換気、自然採光、外壁・屋根の高断熱化、高断熱・

高遮熱ガラスの採用など、建築側の工夫により、教育環境向上及び環境負荷低

減の導入を検討します。」を追記しております。 

 

続きまして、１６ページをお願いいたします。こちらは「プール」に関わる

部分でございます。【修正・反映内容の方針】でございますが、学校プールの

建設費や維持管理費の縮減、プール授業の円滑な運営の継続に向けて、学校プ

ールの屋内化・集約化を検討する内容に修正しております。また、学校プール

の拠点校の検討に伴う、配慮事項を記載しております。 

 

具体的には、現計画８８ページの第６章の「３ 学校施設における建物の整

備方針及び配置方針」の「（２）建物の配置方針」の●４つ目に、「プールは、
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熱中症対策や利用率向上を考慮し、屋内化・集約化を検討する。」その下の●

に、「プールの屋内化・集約化を検討する際は、プールを設置する拠点校の選

定や地域の民間プール利用など幅広い視点で検討する。」こと。一番下になり

ますが、「敷地内に送迎バス等が入れるように配置計画及び外構計画を検討す

る。」ことを追記しております。 

 

続きまして、１７ページをお願いします。現計画１１８ページ 第６章の

「４ 学校施設における各諸室の整備方針」の「（１１）プール」に、「管理運

営方法や拠点校の選定を踏まえて、各学校の状況に応じて整備手法を検討しま

す。」「（カ）プールを設置する拠点校を選定する場合は、他校の児童・生徒及

び送迎バス等の動線計画を合わせて検討する。」ことを追記しております。 

 

続きまして、１８ページをお願いします。「木質化」や「オープンスペー

ス」についてなど各諸室の整備方針に関わる部分でございます。【修正・反映

内容の方針】でございますが、「児童・生徒の居場所となる落ち着いた空間整

備やスペースの有効活用を計画するとともに、事業費の抑制も考慮して、整備

範囲に関する内容を含む表現」に修正しております。現計画第６章の「各諸室

の整備方針」の中の「共通の方針」として、「木質化」については、より児

童・生徒に配慮し、効果的な部分の内装を木質化できるような記載に修正して

おります。また、「中央の廊下等を多目的な交流スペースに利用できるように

すること」、「教室と一体的な学習スペース等で利用できるようにすること」な

ど、「建築的な工夫により、空間の有効活用を図る」ことを追記しておりま

す。さらにその下、次のテーマの「共用部」についてですが、●で言いますと

三つ目でございますが、「柔軟で創造的な学習環境の実現に向けて、共用部の

設えの工夫や有効活用を行うとともに、適切な共用部面積比率を確保する。」

ことを追記しております。 

 

 続きまして、１９ページをお願いします。小学校の普通教室について、第６

回協議会でご提案させていただきました「８×８．５メートル」の「６８平

米」を１コマとするに修正しております。下段の現計画１０４ページ 「ア 

普通教室の広さ」部分も同様の修正をし、その下の「イ 普通教室の整備方

針」について、（イ）に「落ち着いた集中しやすい学習空間を確保するため

に、遮音性を確保しつつ、多様な学習環境に柔軟に対応できるよう、教室と廊

下の区分けを整備する。」という文言に修正をしております。 
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続きまして、２０ページをお願いいたします。【共用部】に関する部分とな

ります。【修正・反映内容の方針】でございますが、「共用部の有効利用を促進

する一方で、事業費の抑制の観点から、適切な教育環境の確保や各学校の整備

条件に配慮することを前提に、共用部の面積比率を修正する内容」に修正して

おります。現計画３４ページ「第３章 学校施設の現状と課題」の「校舎内の

諸室」についての「現状」で普通教室だけでなく、「共用部の面積比率が高く

なることも校舎面積が大きくなる一因」となっていること。現計画３８ページ

の「課題」に同じく「共用部の面積比率」が課題なことを記載しております。 

 

また、２１ページの下段に記載のとおり、「改築後の共用部の面積比率は、

適切な教育環境を確保しつつ大きさをよく検討して、整備費用の抑制を図りま

す。なお、長寿命化改修や既存施設を含む面積比率は、各学校の整備条件に応

じて配慮するものとします。」と追記しております。 

 

続きまして、２２ページをお願いいたします。こちら【発注方式】に関する

部分となります。【修正・反映内容の方針】でございますが、「老朽化対策を進

める際に従来方式だけではなく、事業費の縮減や地域の特徴を踏まえて発注方

式を選択していく内容」を追記しております。現計画１２５ページ 第７章

「継続的運用方針」の「２ 今後の各学校における老朽化対策の進め方」の

（２）として、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法

律等に、多様な発注方式が示されていることに基づき、各学校の校地条件や改

築整備費用の縮減、並びに地域の特徴等の観点から、適切な発注方式を選択

し、又は組み合わせて適用していくことを検討する。」との記載を新たに設け

ております。 

 

続きまして、２３ページをお願いします。【仮設校舎】に関する部分となり

ます。【修正・反映内容の方針】でございますが、「総事業費の抑制を図るた

め、各学校に仮設校舎を建設しない配置計画の検討及びその配慮事項等を記載

するとともに、仮設校舎の在り方を検討する」内容に修正しております。現計

画７８ページ「第５章 老朽化対策の進め方」の「（３）学校施設の複合化に

ついて」の部分に、他の公共施設との複合化について、「公共施設マネジメン

トの考え方を踏まえ、学校施設内の空きスペースを活用した他の公共施設との

複合化」だけでなく、「仮設校舎としての活用について、他課と連携しなが

ら、継続的に検討」していくことを記載しております。また、現計画１２６ペ

ージ「第７章 継続的運用方針」の「２ 今後の各学校における老朽化対策の

進め方」に、（４）を追加し、２４ページとなりますが、「公平な教育環境が確
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保される場合は、地域特性や校地条件を考慮しながら、仮設校舎を建設しない

配置計画を検討します。」「仮設校舎を建設しない場合、学校施設の配置変更に

伴う騒音や日射・通風等の教育及び地域環境への影響を十分に検討する」こと

を追記しております。 

 

資料の説明につきましては、以上でございます。 

 

〇会長 はい。ありがとうございました。一括で資料の説明をしていただいた

ところでございます。まずは今回、事務局からのお知らせがあって、皆さん、

最初の審議会の時に配られた計画冊子をお持ちになられていると思いますが、

現在、皆様と審議をさせていただいてこちらの改定を進めているということに

なりますので、その前提として、前どうだったのか、ということも含めて見比

べて、今日議論をしていきたいと思います。この次の資料として、目次案が示

されておりますけれども、こちらについての説明があったように、一覧表で見

ると、皆様の意見がたくさん出ているのが主に４章から７章ということですの

で、１章から３章、３章でも、最後の地域拠点としての学校施設の現状と課題

のところは、皆さんに意見をいただいているので、後ほどの資料にも含まれて

いたと思いますが、それ以外の部分は、市の事務局の方から次回原案を示して

くださるということで、３章の６の辺りがいくつかありましたが、主には４章

から７章の部分を、今日皆さんと確認をして、議論していくということになり

ます。前提として、章立てを大きくいじることはしないでいこうという方針で

今検討いただいていますし、私自身もそれでよろしいかと思いますので、前回

かなりエネルギーをかけて作ったもので、きちんとした構成ができていますの

で、章立ては変えないで、必要な部分の改定をしていく。このこともちょっと

合わせて確認をさせていただきたいというふうに思います。その後にＡ３の方

の資料で、今までの皆さんとの議論の中で、どういう意見が出ているのかとい

うのを、分布を確認していただいて、それを反映する形でまとめていただいた

のが【資料３４】と。ここのところに、それぞれの部分をどういうふうに書き

換えようかということで、今回案を示していただいているということになって

います。【資料３２】から【資料３３】までは、主にはその辺りを確認いただ

くということになりますので、【資料３４】を中心に皆さんから意見をいただ

いて確認していこうかな、と思いますけれども、どうしましょうかね。あまり

分散しない方がいいのかな。どこから意見をいただいても良いかなとは思いま

すが。どこからでも意見をいただきやすいところから意見をいただいて、皆さ

ん順番に挙手でやっていきますが、この項目に関連してという意見があれば、

それを言っていただいて、後から手が上がった場合でも、その項目に関連する
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ものをまとまり持って議論を進めていく、と。そういう進め方でよろしいでし

ょうか。多分、章ごとに順番に行くよりは、皆さんの関心のあるものに時間を

割いた方がいいと思いますので、どこからでも結構ですので、ご質問・ご意見

などをいただいて、その項目に関連するものを少しまとめて議論をして、順番

に移っていくという形で進めさせていただきたいというふうに思います。それ

ではオンラインの方も含めてどなたからでも結構ですので、ご質問やご意見が

あればいただければと思います。それから記録の関係で、発言されるときには

冒頭で、議事録をとりますので、お名前をご発言していただいて、発言してい

ただければと思います。それではいかがでしょうか。どこからでも結構です。

ちなみに先ほどの補足ですけれども、主には４章から７章ということでした

が、事務局側のそう説明しているのを、私が勝手に補足してしまいましたけ

ど、３章の最後が、３章の６というのが、地域拠点としての学校施設の現状と

課題ということで、防災拠点のこととか複合化のことが書いてあります。この

ことは一覧表を見てもかなり意見をいただいているようですので、その辺りは

今回の資料に先行して、改定案を示していただいているというふうに理解をし

ております。はい、いかがでしょうかね。では、お願いいたします。 

 

 

 

〇委員 内容については特段、これまで議論してきたので、細かい訂正があっ

たとしても、大きな修正はあまりないような感じはしています。ただ気になる

のは、最初に事務局の方もおっしゃったように、やはり計画がですね、この種

のものであったら１００ページを超すとなると、やはり見る方も、理解する方

も非常に大変になると思うので。今聞いていると、行政文書はしょうがないん

でしょうけど、第何章、１項、①、（１）、というふうに、結局、見出し・目次

が非常にボリュームとしては多くなって、そこの説明が多くなっているような

気もしたので。要点だけをですね、実際に数値目標を作っているところとか、

要点だけを最後にまとめて、市の行政事務手続き上ですね、市庁部局の方と、

よくよくその内容については、確認をし合っておくべきかな、というふうに思

った次第です。今後、市庁部局の方についても、教育委員会の方についても、

色々施設の老朽化対策は同様に進める必要が出てくるので、これはエージェン

トとか設計部隊の方との理解も必要とだと思いますので、そこだけ今後注意が

必要かなというのが大きな視点で、私の意見です。以上です。 

 

〇会長 はい。ありがとうございました。今のご意見については、事務局の方

はいかがでしょうか、何かご返答はございますか。はい、どうぞ。 
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○事務局 只今、いただきました意見については、事務局の方としても、今後

答申に向けて、ということもございますので、検討の方をさせていただければ

と思います。以上です。 

 

〇会長 関連して私の方から質問なんですが、たまたま私、慌てて資料を探し

たら、初回に配られたやつじゃなくて、前回作った時の資料を持ってきたんで

すね。そしたら冒頭に概要版というのがついていて、これ８ページのもの。１

００ページの内容の主要なものを示したものになるのですが、これ皆さんもお

持ちですね。ありがとうございます。そうするとこれはまた、この概要版につ

いても改定版を作られることになるという理解でよろしいでしょうか。 

 

〇事務局 はい、会長。そのとおりでございまして、最終的には分かりやすい

資料ということで、概要版の方も改定をしていきたいと考えています。 

 

〇会長 恐らく概要版はエッセンスを抽出して、市の方で、市民の方とか関連

する方々に、的確に伝えたい内容を抽出してメッセージを出されるというの

で、主体的には市の方で作っていただくという事になると思いますし、さすが

に次回までに概要版の素案を示すというのは大変だとは思うのですが、基本的

な考え方として、要するにペラ 1枚で項目立てだけでもいいかもしれないです

が、少しこういう辺りを中心にまとめていきたいというのがあれば、次回ちょ

っと時間が取れるかどうか分かりませんが、今日そんなに修正の意見がたくさ

ん出なければ、次回は事務局の方でまとめていただく案の確認が主になると思

うので、少しその事も議論してみる可能性はあるのかなと思いました。例えば

これ最後のページ、１、３７０億円がダンと書いてあるので、これが前回は市

としても大きいメッセージとして出したかった。２年に１校のペースで全部改

修・改築してみます、とこういうことが書いてあるので、今回どういう辺りを

継承して、どういう辺りの力点を加えて改定したのかという辺りについて、も

し何かお考えがあったら示していただくこともできるかなと思うのですが、そ

の辺りはいかがでしょうか。 

 

〇事務局 はい、会長。この後、予定では７月には答申をいただきますが、そ

の後の答申いただいたものを今、お示ししているような改定内容で、また広く

パブコメの方も実施をしていく予定でございます。そうしたところを踏まえ

て、今、会長の方が申しあげた概要版を含めた製本に関して、中身の少し精査
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をしていこうと考えておりますので、今、いただいたご意見を踏まえて、全体

に分かりやすいものを事務局の方で工夫させていただければと思います。 

 

〇事務局 会長、補足になります。次回のこの場で、素案を議論いただくよう

な形になるのですが、その際にボリュームがかなり多くなってしまうというと

ころが課題というふうに捉えておりますので、概要版をその場でお示しすると

いうことは、なかなか難しいですが、概要版にどういった項目を出すかとい

う、項目出しぐらいについては、少し叩き台の方も出させていただいた中で、

委員の皆様にご議論いただければと思いますので、そのような形でお願いした

いと思います。 

 

〇会長 はい。ありがとうございます。多分これから事務局の方も、計画自体

の素案の全体の改定でかなり、たくさんの作業が出てくると思うので、その辺

も睨みながら、次回その素案をいただくとともに、全体を俯瞰できるような資

料の作り方について、ちょっと検討していただければと思います。その中で、

先ほど委員からもいただいた意見をどう反映するのかも、検討していただけれ

ばと思います。ありがとうございました。今のご回答で特に付け加えられるこ

とは、ございませんか。 

 

〇委員 はい。大丈夫です。よろしくお願いします。 

 

〇会長 はい、ありがとうございます。他、いかがでしょうか。 

それでは委員お願いします。 

 

 

〇委員 すみません。ありがとうございました。的確に、色々な今までの意見

は、非常にまとめて入れていただいていると思います。ちょっと一点、私の方

でこれはちょっと欲張りなお話かもしれないんですが。特にですね、前回、

私、７回目が欠席だったのかもしれないんですけど、進め方・運営に関連した

ところで、子供達の参画みたいなものを入れ込むのは必要じゃないかな、とい

うふうに認識しております。例えば、地域住民の方々とか、学校現場の声とい

う表現をしたときになんとなく当事者である子供達の声みたいなものを、やは

り計画に反映していったりする点が欲しいかと思います。或いは、マネジメン

トに関わってもらう意味では、整備から参画を促すことで彼らの居場所になっ

ていくので、その辺りを、例えば７章のところの、今発注方式のところで、地

域住民の関わりについて、というところでもそういう文言がちょっと入ったり



 

16 

してますけども、随所にですね、「当事者としての子供達の声」みたいなキー

ワードが入ることが望ましいというふうに考えております。それはですね、恐

らくこの後、計画全体の章立ての前のところで、学校施設の現状と課題のとこ

ろで、この後多分、事務局が整理されるというふうに伺いましたけれども、特

に今、子供・子育ての方の政策が結構動いている中で、「子供の声を反映させ

る」というようなキーワードが、どこの自治体も入っていると思いますので、

そういう意味でも、その辺りの文言も、こちらの方にもちょっと入れつつ、適

材適所の場所に、少し当事者としての子供達の声を反映させていくような、仕

組みを入れるような感じでいただけたらありがたいなというふうには思いまし

た。以上です。 

 

〇会長 はい。ありがとうございます。こちらの方は【資料３４】の２２ペー

ジにある、新しい「（３）の地域住民との関わりについて」の辺りということ

になろうかと思いますが、事務局の方、今のご意見・ご質問に関していかがで

しょうか。 

 

〇事務局 はい、会長。実際には今手探りで、今回、色々第一期校、第二期校

ということで、改築を進める中で、地域の住民の方々の声というのは、幅広く

色々と話し合いをする場面を持ってきていますが、また併せまして、その学校

に今、関わっている児童・生徒の方からも色々アンケートを取ったりとか、そ

この現場に行って我々、お話をお伺いしたりして、学校作りの方は実質手探り

ではありますけれども、実際に計画の中には反映していなかったのですが、そ

のような取組は一応やってきたところがあります。以上でございます。 

 

〇会長 はい。これは恐らく、この新しい（３）のところを、タイトルをどう

するのか、中の書きっぷりをどうするのか、ということかなと思うのですが。

委員、これあれですよね、わざわざ節を足さなくとも、新しい（３）のタイト

ルをもうちょっと、広くユーザーパーティシペーションというか、利用者の参

加・参画に関わることかなと思うんですが、そういうようなものに変えて、少

し書き方を工夫するというようなニュアンスかと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

 

〇委員 はい。まず、計画上はそれで、この計画に書く状況ではそれでよろし

いかと思います。私が申しあげているのは、国の方でもかなり子供達の声を聞

くということに重きを置くように、全ての施策において動いている感はありま

して、特に学校インフラは子供達の場でもありますので、その辺りに留意して
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いるんだというメッセージを入れていただきたいと思っております。この部分

については、その内容を入れつつ、申しあげたのは、できれば次の時に出てく

るような第３章のところで、少し子供の施策に関して、府中市がどういうふう

に取り込もうとしているのか、というようなところも入れていただくのがよろ

しいかなというふうに思った次第です。 

 

〇会長 はい。ありがとうございます。国の方の施策もだいぶ動いているお話

でしたので、委員にもご助言もいただいて、その辺を確認いただいて、一つは

ご意見があったように、３章の方にどう反映するのか。具体的な改築計画など

に影響がある部分というのは、今あった７章の（３）かなと思います。関連し

て質問ですが、すでに改築が済んだ学校、或いは改築中で今設計が進んでいる

学校について、地域の方はワークショップの説明がやられていると思います

が。子供達との関わりというのは、どういうような形で今まで推移しているの

か、或いは今後どういうことができそうな可能性があるのかについて、情報を

教えていただけますか。 

 

〇事務局 はい、会長。我々の方も、確かにお子さん達が、児童・生徒の方々

が、どういうふうにオープンスペースを使っていくのであろうかとかですね、

今回広くした教室であるとか、木を使っているところもありますので、様々な

観点で実は、児童・生徒の方々に対して、生徒だけではなくて教職員の方々に

対しても、今回アンケートを取らせていただいたというところがございます。

そういったものから色々情報を、交流しながら我々も現場に行って、色々児

童・生徒の使っている状況を見ながら、お声を聞いたりとかしているところも

ありますので、そういうことも反映ができるような、ちょっと仕組みというま

ではいかないんですけれども、必要なのかなというふうに感じているところで

ございます。 

 

〇会長 はい。どうぞ。 

 

〇事務局 補足でございますが、改築校において、児童・生徒に対しワークシ

ョップを開催させていただいたり、学校の方で改築についての授業を行ってい

ただき、結構な時間数をとっていただいた中で、今の学校に残したいところ

や、改善点、新しい学校に作ってほしいものなどを検討していただくような授

業を行っております。以上でございます。 

 

〇会長 はい。どうぞ。 
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〇事務局 戻りまして、委員からのご意見についてでございますが、事務局の

方としても国の施策を確認いたしまして、少しこの辺について検討した中で、

委員の方に個別にご相談させていただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

〇会長 はい。最後の件については、委員、対応をいただけるように、ご助言

をお願いします。 

 

〇委員 はい。分かりました。 

 

〇会長 前段の部分に関しては、恐らくその改築時、改築の設計や準備をする

段階、改築できて新しい学校を使い始める段階の数年間ということになると思

うので、ずっとべったりそういうことをやるわけではないと思うんですが、そ

ういうタイミングでそういう機会を設けていくとかいうことに関しては、学校

の、現場の方の先生方としてはどういう感触なのかとか、何かご意見があれ

ば。はい、どうぞ。 

 

〇委員 中学校の学校の立場から言えば、ちょっと話がずれますけど、やはり

今、委員が言われたように、子供に様々な決定事項を参加させて、色々な仕組

みづくりをやっていくという流れ、「子ども基本法」が施行されてから、やは

りそういうことを多く取り入れていこうということで、様々今やっているとこ

ろです。できればそういう参画機会とか、そういう意識を、自分達が意見を述

べたことでこんなふうになった、それが事実かどうか別としても、こんなふう

なものができたとか、こんなことが変えられるんだ、というような、そういう

やはり意識。大体今までは、大人が準備したものを、子供がそれをやっていけ

るかどうかという、そういうふうな能力の捉え方、というのがあったんです

ね。やはり自分達が自発的・主体的になって、様々なものを変えていけるとい

うような、そういう意識を持たせていくということが、やはり大事に、今機会

として我々も作っていかなければいけないということで、できれば先ほど言わ

れたような、今、タブレットとかでアンケートもすごく取りやすくなってます

し、色々な機会を作っていただいて、子供達にもそこに参加させることで、自

分達がこんな、何年か経った時に、その校舎見た時に自分達の意見が少しでも

反映できた、そういうようなイメージだとまた地域を愛するとか、またそこに

戻ってきて、そういったものを見て色々な考えを深くするとか、そういったこ
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とが考えられると思いますので、ぜひそういったことも盛り込んでやっていた

だけると、学校としてはありがたいなと思っております。 

 

〇会長 はい。ありがとうございます。恐らく今、委員が仰られたように、中

学生ぐらいですと、かなり色々生徒さんが関われる部分も多いと思うので、そ

ういうふうにして参画する。関わることによって学校への愛着、或いは学校自

体が地域の核ですので、地域への愛着とかが醸成されるような仕組みというの

をちょっと検討していく可能性があるかなと思います。小学校の方はいかがで

しょうか。 

 

〇委員 実は今、委員が言っていたとおり、小学校でもこれは共通するところ

です。実は府中五小はですね、次は自分達だということで、子供達に実はもう

アンケートを取ったりして、どんな学校がいいかというのをやりました。その

時の様子としては、子供達、自分達の学校はこんな好きなところがあり、こん

な学校になればいいというのを子供達が色々考えたりして、出している。そん

な様子を見ていると、やはり子供達が参画するのは大切なことだなと感じまし

た。以上です。 

 

〇会長 はい。ありがとうございました。恐らく、そうすると、小学校と中学

校で少し内容は変わってくるにせよ、子供達が関わっていくことの可能性につ

いても、ぜひ新しい（３）のところにタイトルをどうするのかということも含

めて、検討いただければと思います。それからちょっと一つ付け加えですけれ

ども、私の記憶が正しければ、最初の２校の改築校、それから次の進行中の２

校の改築校、それぞれ今のやり方では発注方式として設計者を選定してプロポ

ーザルで設計者を選びます。これはもちろん案も示していただくのですが、

「設計するチームを選ぶ」ということを重視していて、確か２回目の時にはそ

のチームのどういうチーム構成にしますか、ということを示していただいて、

そのワークショップとかそういうことをやることを踏まえた、ワークショップ

コーディネーターみたいな方をチームの中に入れ込むこともしていますので、

それの評価というのも必要ですね。そういうものを継続していく、或いはその

人の役割みたいなものを位置付けていくのか、ということも検討いただければ

と思いますし。さらにその続きで言うとですね、学校ってできた後に先生方や

子供達や地域住民の方に使っていただくんですが、本当に設計、私達が計画し

て、設計者の方が設計された意図とおりに使われているかどうかってちょっと

分からないんですね。皆さん、特に先生方はお忙しいので、こういうふうにや

ったら手早く上手く使えるのに、というのが伝わらなかったりするとあれなの
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で、もしかしたらその改築を使い始めてからのその使い方サポートみたいなこ

とも今後の課題かもしれないので、新しい要素を入れて学校を作っていただい

て、ハードとして今も作っていただいてもいいと思うんですが、それを上手く

使えるように先生方とか地域住民の方とか子供達のサポートを竣工後にどうし

ていくのか。それをもしかしたらワークショップコーティメーターみたいな方

が上手く継続的に関わっていただくことによって、そういうことも可能になる

かもしれないので、それだけが方法ではないと思いますけれども、ぜひその辺

りも視野に入れてご検討いただき、そういうことも視野に入れて、この書き方

を工夫していただくといいかなと思いました。何かこの件で付け加えることと

かございましたでしょうか。 

 

〇委員 はい。今、先生方のお話を聞いて、良い感じで書けるといいなと思っ

ておりますし、今、会長がお話しされたとおり、今の７章の書き方だと、ちょ

っと発注のことだけに、なんというか少し技術的な、事務的なところだけに留

まっているような感じなんですけど。やはりマネジメントのところでも、もし

かしたら子供達が関わっていくみたいなのは、仕組みとしては、（２）だけに

収まるかどうかわからないので、この辺はもしかしたら事務局から案をもらっ

てご提案いただくという形で進めればよろしいんですけれども、私の方でも後

ほど色々ご相談は乗りますので、よろしくお願いします。そんな感じでよろし

いですか。 

 

〇会長 はい。では、そういうことで、今日こういう案が示されていますの

で、次回もう一回、素案という形で成文化したものを議論しますので、もしち

ょっとこういうふうなことを書き加えたらいいんじゃないかとか、こういう書

き方がどうかという、委員の方々ももしご意見等あれば、事務局の方に寄せて

いただいて、委員のところは多分事務局の方から個別の相談がいくと思います

ので、よろしくお願いします。それでは、このテーマはこのぐらいでよろしい

でしょうか。はい。では、他のテーマで何かご意見等ございましたら、ご意見

等お願いいたします。 

 

〇委員 資料の作成ありがとうございました。環境に関しても色々盛り込まれ

るということで、ＢＥＩの数値目標は定めないということで、私も了解してお

りますので、できるだけ良い学習環境ですとか、子供達の専有空間になるよう

に、誘導していただければと思っています。この今日の【資料３４】で見ます

と、１３ページになります。こちら、先ほどの補足資料に含めて、ＢＥＩ値を

定めないというご説明があったんですが、定めたとしても、設計の段階での数
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値ですので、実際に運用しますと、先ほど会長からもありましたけれども、学

校を使いこなすということが、上手くいかない場合もあって、学校の場合は例

えば、断熱性能を上げても昇降口を開けっぱなしで運用することがあるんです

けれども、そうするとあまり断熱性能が効かなくなってくるんですね。そうい

った運用面でのフォローを、建物が建った後も、本来はした方がよろしいかと

思っています。そういう意味では、事後評価みたいなことが、エネルギー消費

量という観点だけではないかもしれないんですが、そういう事後評価はされる

予定があるかというのを確認できればと思います。それが１点です。もう１点

あるんですが、いったんここで。 

 

〇会長 はい。そうですね。順番にということで、まず今の事後評価に関する

ご質問ですが、いかがでしょうか。 

 

○事務局 はい。実際に今、員が仰ったようにですね、事後評価をしていくと

いう、そういった組み立てに今は実際ない状況でございまして、我々が現場に

行った感覚みたいなものしか実際にはない状況でございます。以上です。 

 

〇会長 はい。というご解答ですけども、いかがでしょうか。 

 

〇委員 先ほどの会長が仰っていたような、コーディネート。運用に入ったと

きもきちんとフォローをするような仕組みは、多分ソフトの面でもそうです

が、環境面でも言えることかなと思うので、現状ではないのかもしれないんで

すが、いずれ多分、上位計画でカーボンをどれくらい削減したかということを

問われるので、いずれ多分、運用実績を出すようなスキームはできるのではな

いかと思いますので、そこにきちんと載せられるように、例えばですね、ハー

ドの整備のところで何が関わるかというと、エネルギー消費量をモニタリング

するという仕組みを入れるときに、照明とコンセントを別にちゃんとモニタリ

ングできるようにしておくとか、もちろん空調は別にモニタリングできるよう

にしておくとか、少し小分けにしてエネルギーを把握できるようにすると、後

でＢＥＩ値が設計とおりになっていないというときに、どこを直せばいいかと

いうのが、わりと補正がしやすいのかなと思いますので、そういう運用後のコ

ミッショニングみたいなものがですね、叶うような改修の在り方を、ちょっと

この文書に入れるのは現時点で悩ましいですが、そこはないよりも今後検討し

ていただけると良いのかなと思います。 
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〇会長 はい。ありがとうございました。今のご意見、多分３つのことが含ま

れていると思うんですね。１つはモニタリングをして、実態としてどうだった

のかということが把握できると、府中市さんの場合、この計画によって３０何

校、残っているのだと２８校ぐらいかもしれませんが、３０校近くまだやって

いくので、後の方に計画する建物の計画へのフィードバックができるというの

が一つありますよね。２つ目は、中には運用の仕方を変えて、多分自然換気だ

とか断熱だとか、冬はこういうところを閉めましょう、夏はこういうところを

こういう天気の時に積極的に開けましょうとか、そうじゃない、こういう時は

こうしましょうみたいなことを、上手く使えるようになるというフィードバッ

クを、使い手の方々に情報として返してあげるということができますよね。そ

れで実際このくらいのセービングになります、ということが２つ目ですね。３

番目は、小学校はちょっと難しいかもしれませんが、中学校くらいであれば、

そのこと自体が学びの素材になる、環境教育の中に上手く取り込んでいただい

て、これからの時代、そういうことって避けられないわけですから、そういう

ことをむしろ積極的に、府中市の学校教育を受ける方、子供達に、上手く学び

に返していく、この３つくらい可能性として含まれるようと思うのですが、い

かがでしょうか。これはちょっとすぐにどう書くかということではないのです

が、ご検討いただくと良いかなと思いました。 

 

○事務局 はい、会長。なかなか計画する側で、そこまで議論するというのは

難しい部分ではありますが、運用される学校側とですね、今後議論しながらそ

の辺を、やはり会長からあったように、後々の計画へのフィードバックという

ところでは、大変な重要な事項だと思いますので、少し前向きに検証してまい

りたいと思います。 

 

〇会長 はい。では、よろしくお願いします。先ほど話が出ていた、コーディ

ネーターの活用みたいなのも、もしかしたら上手くできるんですね。その方が

その後の使い方相談みたいに乗るんだったら、その中に全部上手く組み込んで

いって、ついでにデータも取ってもらったりできれば、一番多分、多能工的に

そのコーディネーターの方を使うということを視野に入れて考えられたらいか

がでしょうか。はい。先生、もう一つ、次の質問をお願いします。 

 

〇委員 はい。【資料３４】の２ページ、３ページに渡って、のところです。

４章の部分の方針なんですが、元の資料の方も先ほどお借りして拝見している

んですが、ちょっと私がちゃんと理解していない部分もあるんですが、今後は

その築８０年を超過することがないよ、というふうに書き換えられるという話
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だったんですが、所々６０年から６５年を目安に、という文言も残っていまし

て、それがどう理解すればいいかというのは頭でまだ整理ができておりませ

ん。そして、元の資料の方ですかね、改築長寿命化改修計画の６５ページに、

図表の４７ということで、グラフ、概念図のグラフがあって、このような形で

模式図を作成していただけると、誤解なく伝わるのかなというのと。確認なん

ですが、この図表でいうと、今回の改定に当たって、この４０年というところ

からスタートしているグラフが、６０年とかにずれるというふうに理解すれば

いいでしょうか。ちょっと私の理解が不足しているだけなんですが、補足いた

だければありがたいです。 

 

〇会長 はい。今のご質問についていかがでしょうか。 

 

○事務局 はい、会長。委員におっしゃっていただいたとおり、本文の修正の

部分ですが、直しきれていない部分が残っている現状でございます。申し訳ご

ざいません。次回の素案をお出しするときまでに、きっちり整合性を取れるよ

うにしたいと思っております。また、現計画において記載されている図表４７

につきましても、今回の文言の修正に合わせて、図表の方を合わせて変えてい

きたいと思っております。以上です。 

 

〇会長 はい。ありがとうございました。今のご回答でよろしいでしょうか。

ちょっと分かりにくい部分があるので、基本的な、どこをどう変えたのかとい

うのを分かるように。計画で書きつつも、そういうものが補足資料としてあっ

た方が分かりやすいかもしれません。恐らく、図表４７の改定方針と合わせ

て、ここの記述に関する、どういうふうに書いたのかというのが分かるような

資料を、参考資料として作っていただくと、もしかしたら、それが今度概要版

とかを作るときに使えると、なお良いのかなと思いました。いかがでしょう

か。よろしいですかね。ご検討いただくということで。それから、すみませ

ん。戻って恐縮なんですが、先ほど委員からご意見があった、省エネ関係のと

ころで、私ちょっと気になったことが一個あったので、ここでコメントさせて

いただければと思うのですが。元々意見として、この省エネのやつを上手くや

ることによって、特に外皮の断熱化とか、日射遮蔽とか空調とか、設備の効率

化ではなくて、建築側の工夫を上手くやることによって、子供達の学習環境に

向上できる可能性がある、という意見を前回、委員にいただいていて、それを

多分反映しているということなので、一つ基本的な考え方としては、もちろん

ＢＥＩ値を下げるために、効率的な設備を入れるということもできるんだけ

ど、それだけでなくて、建物側でできることがあって、こっちの方がエネルギ
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ーも使わないし、かつＢＥＩ値も下げられて、加えてそっちが主体かな、子供

達の学習環境を向上できるのだから、そこを重視していきましょうというニュ

アンスのご意見だったと私は理解しているんですね。それに対して、今【資料

３４】の１５ページの書きっぷりだと、「〇〇〇の採用など、建築側の工夫に

より、教育環境の向上及び、環境負荷低減の導入を検討します。」と書いてあ

るので、その辺のニュアンスが十分に書かれていないような気がするんですよ

ね。先ほど言った建築側の工夫で、エネルギーを使わずともＢＥＩ値を下げら

れるようなことを重視し、かつ、それによって子供達の学習環境を向上するこ

とを重視するんです、ということですね。結果として環境負荷低減の導入を検

討するんだ、ということなので、その辺の構造というか、論理構造というか、

私達の価値の重みづけが、きちんと伝わるように書いていただくといいのでは

ないかな、というふうに思いました。あと、ちょっとこれ細かい言葉尻を捉え

ることなんですが、書いてあると、教育環境向上って書いてあるんですよね。

中には学習環境向上って書いてある部分もあるんですね。これ、やはりちょっ

と違うニュアンスだと思うので、もっと言うと、学校施設側の教育環境の向上

なのか、子供達の学習環境の向上なのか、この辺も言葉尻を捉えるつもりない

んですが、ちょっと大事なところかなと思うので、しっかり書き分けていただ

ければと思います。はい。すいません、私ばかり発言してしまって。どうぞ。 

 

〇委員 すいません。今の会長のご意見に補足するような形になりますけれど

も。学習環境向上という表現なのかなとは思いますが、建物の環境性能を向上

させるという考え方ですとか、それが環境負荷低減にも繋がるという考え方

を、先ほど長は環境教育にも繋がるというお話があったと思いますが、それに

関連して、何年前か正確に今ちょっと資料が出てこなかったんですが、環境省

で学校のエコ改修と環境教育事業というのを１０年以上前に展開していまし

て、その報告書が出ていると思います。もし見当たらなければ、私の方で、後

で転送しますが、その中に、学校エコ改修をするときに子供達も参画するとい

うスキームがありましたし、そこに地元の設計者であるとか公務店であると

か、地元の環境建築を作る技術を向上させようというスキームもあったので、

造る過程で建物を使いながら学べるようなスキームもあり、それから運用の段

階でも子供達が環境に配慮した部分を、例えば自然換気の工夫を授業に絡めて

もらうとか、そういった環境教育も展開されて、継続されている学校があっ

て、数年前に文科省の方でエコスクールが持続的に教材として使われているよ

うな、事例集というのも出ていますので、そういうものを少し参考にされる

と、この先ほどの１５ページの文言については、少しヒントが出てくるかなと

いうふうに思いました。以上です。 
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〇会長 はい。ありがとうございました。今の件について、なにか事務局の方

からご意見ございますか。よろしいですか。ご意見を参考にしていただければ

と思います。このことに関連して、もし他の委員の方々、ご意見やご質問等あ

るようでしたらお願いします。特になければ、その他の項目で、自由にご意

見・ご質問をお願いします。 

 

〇委員 設計とかを実施するための現実的な問題として申しあげたいと思いま

す。【資料３４】の３ページで、「腐食等の劣化が著しい建物でない場合とか、

築年数が少ない建物について、同じ校地内で改築と改修を同時に実施すること

に多くの制約を受け、無理である」と書いてございます。これはもっとも話

で、当然なことだと思います。改築なのか改修なのか判断するときですね、既

存建物が散らばって建っている学校とか、児童・生徒の急増によりタコ足的に

増築を繰り返してきた学校で、それが健全な建物である場合について申しあげ

たいと思います。第三小学校の計画でございますが、敷地の北側に既存建物が

まとまって建っております。それをこの設計者としましては、計画案が空いて

いる南側のグラウンドに建替えて、北側の既存の校舎は健全であろうと、危険

であろうと取り壊しているわけです。そういうことで、公有地の有効活用と

か、建物配置上、また平面計画の上で、児童・生徒の動線の問題から、健全な

建物であっても、支障となれば解体をしなければならない、ということを文書

で書いてほしい。それが、そこで長寿命化改修にする場合の校舎の規定で、健

全建物も解体する旨を細かく列記し、改築でも改修でも計画立案する場合、良

いプランができ上がります。その後にも使いやすい、立派な学校、キャンバス

になっておりますので、非常に言いにくい言葉ですけれども、その文面を追加

していただければ、大変助かると思います。以上です。 

 

〇会長 はい。今のご意見については、事務局の方いかがでしょうか。 

 

〇事務局 はい、会長。建物を改築する際にはですね、今の委員に言われたよ

うに、実は我々、全部各棟、それぞれ増築を重ねている学校もあるんですが、

それぞれの増築をした棟ごとに全部、劣化の調査も全部入ってまいります。総

合的に評価した中で、これは全体的にもうやはり、建替えしなければダメだな

というところは、そういう判断をした中で、今回改築のグループとか、劣化の

状況を見た中で、改築の順番というわけではないんですけど、そういうのも事

務局として判断をさせていただきまして、前回にちょうど計画を作った時もそ

ういったところで、お示しをさせていただいたところでございます。 
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〇会長 はい。ありがとうございます。今までの議論で、特に重層体育館、プ

ールが含まれるようなケースは、それを残していた。ケースバイケースで、既

存の建物が健全で、残されて、部分的な改築をするというケースは当然想定さ

れているわけですけども、それ以外、全体に見渡して、そういう全体の配置計

画をより相互的に良いものにするという視点で、敢えて、築年数がそんなに古

くなくても、建替えていくような判断をするケースというのは出てくるんでし

ょうか。そういうのがどのぐらいあり得るのかによって、若干但し書きみたい

になりますが、書いておく必要があるかどうかということを検討しなくてはな

らないのかと思って、発言したのですが。全体を見渡して。 

 

〇事務局 はい、会長。今、委員からご指摘があった件ですが、確かに、棟ご

とに検討しなければいけないということもございますので、その辺について、

一部耐震性が、劣化が進んでいるものがあるから、全部建替えるのかというこ

とではなくて、棟ごとでの検討ということになってくると思いますので、その

辺も少し、文言で何らか謳える形で検討させていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

〇会長 はい。ちょっとこれ、どこに書いたらいいか分からないですが。今

回、やはり仮設校舎の点もありますね。それから、プールの建替えのケースで

いくつかのバリエーションが出てくる。それから、統廃合に関わる、これはど

うなるか分からないですが、統廃合が視野に入ってくるので、それによって少

しイレギュラーなケースが出てくるかもしれないということがあるので、もし

かしたら、４章から７章の方に書くのか、或いは３章の課題の辺りに書いてお

くのか、分かりませんが、少し今まで、当初前回の計画で、基本的には一部を

除けば改築していくという方針でなく、色々な手法の組み合わせが増えてくる

のだということを許容できるような書き方を少し工夫していただくのが良いか

と思いますが、委員、いかがでしょうか。その中で、総合的に考えて合理的な

方が良い場合には、築年数にこだわらずということも可能性としてはある。た

だ、むやみやたらと新しい建物を壊して改築していくことは合理的ではないと

思いますので、少しその辺を総合的な判断が伴うということをちゃんと書いて

いただく、ということかと思います。いかがでしょうか。 

 

〇委員 多分、一中もそういう問題が生じたと思います。実際は分かりません

けれども。全部、建替えたわけですから。そういうことでですね、もしこれか

ら新しい設計を設計者が設計をする場合には、やはりもう少し余裕のある考え
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方を持つためには、そういう言葉も加えていただければ、非常にやりやすいん

です。実際にやる方は。ということを、お願いしたいと思います。以上です。 

 

〇会長 はい。ありがとうございます。 

 

〇事務局 はい、会長。検討させていただきます。ありがとうございます。 

 

〇会長 はい。では、今のご意見も参考にご検討いただければと思います。そ

の他、いかがでしょうか。発言されていない方もいらっしゃいますが。よろし

いですか。委員、お願いします。 

 

〇委員 私の方からは、【資料３４】の１８ページ、１９ページ、教室に関わ

ることにつきまして、確認をさせていただければありがたいかなと思います。

１９ページにあります、普通教室の整備方針の中で、「遮音性を確保しつつ、

多様な学習環境に柔軟に対応できるよう、教室と廊下の区分けを整備する。」

というふうに指示されております。これは、上の段１８ページの「実現するた

めの共通の方針」にあります、「または教室と一体的（学習スペース等）に利

用できるようにするなどして、空間の有効活用を図る」ということとリンクし

ているのかな、というふうには理解しております。今、三小がオープンの教室

に、六小もそうでしょうか。そういう方向で建築されていると聞いておりま

す。元々、教室と廊下の区分けを明確に、遮音性に配慮するというのは、また

その時の検討の中で、多分遮音性というところが普通に共有されたから、こう

なっているんだと思うんですが、この書き方としまして、教室と廊下の区分け

を整備するという書き方が、ちょっと分かりづらいかなと思いまして、上とリ

ンクしているのであれば、そういうことが分かるような書き方が、良いのでは

ないかというふうに思いました。合わせて確認をしたいのですが、私、オープ

ンスペースの教室の良さというのを聞くと、実際に廊下が、今現状の教室です

ね。私はオープンスペースの学校を自分が経験したことがありませんので、や

ってみたところで、そうじゃない場合、今の確認だと、恐らくずっとオープン

スペースで行くというイメージを、私は持ったものですから、それがそうじゃ

ない形の可能性も残すのか、そうじゃないのかというところの書きぶりに関わ

ってくるかなと思いましたので、検討していただければありがたいかなと思い

ました。合わせて、今、先ほど会長から言われたように、設計士の意図。オー

プンもそうだと思いますけど、実際設計士の方と、かなり今回見学させていた

だいた時に、話をした時に、非常に設計士の方は学校の現状も踏まえつつ、か

なり未来を想定して設計して下さった。想いを持って。すごく、それは感じま
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した。それが、学校側に確かにきちんと伝わっているだろうか。というのは、

実際に使い方を見ていると、意図はこうだったけど、実際は通常の、今までど

おりの教室の使い方をしている、というケースもやはりあって、その想いと実

際とのギャップというところを考えると、設計の段階くらいからでも、設計士

の方と実際の教員と、その設計の意図というところが、交流があったり、説明

があったりという場の設定は非常に大事だなと、会長の話を聞いていると感じ

ましたので、ちょっと付け足して、感想を言わせていただきました。ありがと

うございました。 

 

〇会長 はい。ありがとうございました。二つの意見が含まれていたかと思い

ますが、一つは、教室と廊下の区分けに関することですね。その教室と廊下ス

ペースの間の、どのくらいオープンなのか、どのくらい遮蔽、閉じるのかとい

う辺りに関すること。それからもう１つは、設計者の意図が、どうユーザーの

方に上手く伝わっているのか、或いはユーザーの考え方、どういうふうに設計

の方にフィードバックされているのか、みたいなこととか。それぞれ何かあり

ますでしょうか、事務局の方から。 

 

〇事務局 はい、会長。まずは１点目のオープンスペースのところにつきまし

ては、今回文部科学省の方でも、新しい時代の学校づくりということで、そこ

の在り方について、挿絵とかそういう絵も色々と出てきたところもありますの

で、前回ご議論いただくときも、その挿絵を資料の中にも入れてご説明させて

いただいたところですけど、そういうものをちょっと上手く使いながらです

ね、というのが１つ。そのオープンスペースについては、今、委員が言われた

ように、三小と六小では、廊下側の壁のところが開くような形で、中廊下のと

ころと一体的に使えるような、向かい側の教室とも使えるような形で、ちょっ

と今、工夫をしているところがございます。確かに先に言われたように、その

後の使い方というところで、実は、八小と一中のときは、建物を造っている最

中は、先生、校長先生の方にずっと入っていただきながら、造り込みをしてい

ったんですけども、最後、でき上がったところで、 

設計の方に来ていただいて、児童・生徒の方々を対象にしたのと、あと、教職

員を対象にした形の中で、何度かちょっと説明会をさせていただいて、使い

方、ここの場所はこう使うんですよ、という実際にちょっとやってみたりとし

て、やってはいたんですが。ちょっとしばらくして行くと、やはり、児童・生

徒の方や教職員の方で色々と工夫をされて、もう少し今度、こういう使い方も

あるんだね、というのがありますので、ちょっと色々その辺の使い方について

は、先ほど会長が言われたように、コーディネーターの方など結構重要なとこ
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ろになってくるのかな、というのは、今、感じているところがありますので、

書き方とかそういったところも含めて、ちょっと検討させていただければなと

思います。以上です。 

 

〇会長 はい。そうですね、恐らく最初の計画を作る時にも、色々この教室の

在り方は議論をいたしまして、かなりこう、教室と廊下というか、間の開放的

な学校というのもあるんですね。ほとんど壁がなくて、一室空間に近いような

学校で、授業をやっている学校も実はあります。そういう学校が非常に、小学

校、中学校として支持されて、たくさんその学区に住みたいというふうに、仰

っているような状況が生まれているところもあります。ただ、それがやはり全

てではないので、府中市さんとしては、それがやはりそういう学校って、教え

る先生の方も、それが使いこなせるような形で、教育というか学習・教育を動

かせないといけないので。やはりなかなかそれも大変で、自治体によってはそ

ういうことができそうな教員を集中的にそういう学校に配置して、賄っている

ところもありますけれども、なかなかそういうモデル校に、そこだけ頑張ると

いうわけではないと思う。統廃合が起こったりする学校の時に、そういうこと

をやっている例というのは結構あるんですね。新しい目玉になるような学校を

作って、そこにちゃんとそこが回せるような方を、上手く集中的に当てて、そ

れでやっていくということもありますが。府中市さんの場合、たくさん全面的

に改築をしていくということですので、やはりそういう特殊なケースを作るよ

りは、そういうふうに循環的に多くの先生方が、学校施設を使っていただいて

も、良い教育ができるような場所の方がいいだろうということで、教室の基本

性能をきちんと高めて、その上で廊下や教室の間を一部稼働にするようにし

て、開放的にも使いこなせていけるようにしようというのが、基本的に書いて

あったことなんですね。それを踏襲しながら、今回少し、それで共用部の面積

がどんどん膨らんでいってしまうといけないので、空間の効率性も上げて、そ

の辺りで是非設計者の方に知恵を出していただいて、良いものを作っていただ

きましょう、みたいなニュアンスで書き換えているんだというふうに理解して

います。ですから少しその辺りも含めて、書き方を工夫していただくというこ

とと、後段で意見が出た、意図とおりに使えていない。これはやはり先生達に

いきなり渡されても。なんていうんですか、家電用品とかって取扱説明書ある

じゃないですか。建築物って取扱説明書なくて引渡されるんですよ。それで家

電用品なんかは、それでも読まずに使っている人たくさんいますけど。だか

ら、建築物の、新しい学校の取扱説明書を作って、きちんと伝達しようという

そういう取り組みをやっている研究室もあったりしますし、中にはそれをちゃ

んと、ただ書類を渡すだけではだめなので、きちんとコミュニケーションをと
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って、ということになると、そこにやはり間をつなぐ人が必要になってくるの

で、それを設計者にずっと、設計業務が完了した後に、サービスでやってくだ

さい、というわけにはいかないので、やはり、それは先ほどのコーディネータ

ーの方の活用とかも含めて、ちょっと検討していただいて、少しそういうこと

を視野に入れて。１つは間のパーティションのところの開け方・閉め方。完全

にオープンなのか、固定のパーティションなのか、可動なのか。そういうこと

がわかるように、計画の方の書き方を工夫していただいて。もう片方はその未

来の想定を上手く伝達する工夫をどうするのか。これは検討課題かもしれませ

んが、計画にどこまで書くのか分かりませんが、少しそういうことを事務局の

方に検討していただく、ということかなと思います。そのような感じでよろし

いでしょうか。このことに関連して何か。お願いします。 

 

〇委員 ちょっと観点がずれるかもしれませんが、改修期間が結構長くなっ

て、子供を取り巻く環境というのも、様々なことが変わっていくと思われま

す。今の現状とかだと、結構オープンスペースとかの課題というのは、なかな

か集中できないお子さんとか、特性のあるお子さんとか、やはり雑音が気にな

って、なかなか集中できないという状況もあります。そういった子達も学習保

障する、というような観点に立つと、やはり今言われたような、柔軟な、ちょ

っとこの文言の中で、柔軟に対応できるような形にしておいていただける方が

いいのかな、と。やはり２０年、３０年の間に、色々なものが変化していく状

況の中で、多分一番子供が影響を受けて、様々なもので変化していくことが想

定されるので、先ほど言われた「未来に」という部分では、ちょっとオープン

も流行りの部分があって、色々なこういうのが、ということで飛びついたとこ

ろはあるとは思うんですが、もしかしたらより戻して、やはりこう教室を隔て

る、きちんと分けた方がいいよね、というようなそういう話にもなっていく部

分は、想定される部分だと思いますので、ちょっとそういうところまで見通し

ていただいて、ちょっと文言を柔軟に捉えられるようなものにしておいた方が

いいのかな、というふうに私は思っています。はい、以上です。 

 

〇会長 はい。どうぞ。 

 

〇事務局 ご意見ありがとうございます。いただいたご意見は仰るとおりだと

思いますので、その辺は少し工夫してまいりたいと思います。特にですね、こ

の計画自体もＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら、適時・適正な時期に見直し

ということを図ってまいりますので、実際この計画令和２年に策定し、４年余

りで改定ということになっておりますので、今後も恐らくそれぐらいのスパン
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での見直しというのは必要になってくるかな、というふうには思っていますの

で、時代、時代に合わせて、しっかりとこの計画自体も見直すということを、

しっかりと念頭に置きながら取り組んでまいりたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 

〇会長 はい。今のことに関連して、ちょっとだけつけ加えると、私の大学の

同僚で、音環境の専門先生がいらっしゃるんですよ。これ多分、全ての大学に

は音環境の専門の方というのはいないと思いますが、たまたまそういう先生が

いて。とある有名なオープンスクールの学校の、小学校の音環境のサポートを

ずっと、設計段階から使っている後もやられているんですね。ですから、何と

いうんですかね。オープンだからダメだというわけではないけど、オープンだ

と音もツーツーになっちゃうので。逆にいうと通風、空気が流れるというの

は、気持ちよく広がっているわけですけど。ただ音が全部筒抜けになって、相

互にうるさいとか。ちゃんとじっくり話した時に、それが他にまで伝わっちゃ

うとか。それによって、上手くそこの環境の中で学習ができない子供さんがい

たりとか。それはそれで多分、対応できる方策があると思うので、そのことが

十分に設計者の側が意識しないと、空間だけが気持ちよく繋がっていて、音環

境がものすごくプアーだとかいうことになりかねないので、その辺もちょっと

工夫していく必要があるかもしれないですね。ですからオープンな場合、それ

が稼働する部分が出てくる場合は、是非そういう音環境の配慮も。遮音性のこ

とが書いてありますけども、遮音だけじゃなくて、吸音とか。そういうのもあ

ると思いますので、是非その辺はご検討いただければと思います。その他、い

かがでしょうか、まだご発言されていない方を中心に。お気づきの点とか、次

回以降への要望でも結構ですので。やはり今回、公教育の場になりますので、

何というんですかね。国連とかだと、英語では「Ｎｏ ｏｎｅ ｌｅｆｔ ｂ

ｅｈｉｎｄ」といって、誰も取り残さないという、そういうような考え方が、

ユニバーサルデザインなどにも関係なく、色々な属性だとか特性だとか、強

み・弱みを持っている子供達が、育成段階・発達段階で、大事な時間を過ごす

場所になりますので、加えて今回、府中市の場合は、地域の核としての学校と

いうことで、防災面や地域との関係づくりみたいなことも、色々と書き込んで

いますので、委員の方々、それぞれご自身の活動領域に照らして、お気づきの

点とか、何かコメントがあれば、まだ少し時間がありますので、いただいてお

ければと思います。よろしいでしょうか。特になければ、お気づきの点があれ

ば、いつでも事務局の方にメールとか電話とか、伝達していただければと思い

ますけれども。その他何か付け加えることはございますでしょうか。よろしい

ですか。 
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〇会長 ありがとうございます。それでは、こちらの方の議題は以上、という

ふうにさせていただきたいと思います。次に、次第４の「その他」について、

事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局 それでは、今後のスケジュールについてご連絡いたします。次回、第

９回は６月２６日（水）午前９時３０分から、本日と同じ片町文化センター３階

講堂で開催いたします。また、第１０回は７月２３日（火）午前９時３０分から、

同じく会場は片町文化センターとなります。ご多忙かと存じますが、ご出席のほ

ど、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

〇会長 はい。ありがとうございます。ただいま事務局から説明があった「そ

の他」について、何かご意見やご質問はございますでしょうか。 

 

≪委員：意見や質問なし≫ 

 

〇会長 よろしいでしょうか。ということで、あと９回、１０回と、あと２回

を残すだけということになりまして、多分次回は素案が示されるということ

で、いよいよまとめという段階になってくると思いますので、ぜひ皆さんの方

からも色々なご意見等いただければと思います。それでは特に無いようですの

で、本日の第８回府中市学校施設老朽化対策推進協議会はこれで終了させてい

ただきます。どうも皆様、ありがとうございました。 

 

 


